


 
 
 

                    「希薄化している家族の絆の再生」 
          を図るために 

 
子どもが豊かに育つためには、家族の関わりが大切であることから、

家族の絆の再生と強化に取り組みます。 
  
（１）家族の絆づくり 
 
【主な事業】 
 
①  （新）企業の次世代育成支援事業（健康福祉部子ども・家庭局）  
【基本事業名：23102 家庭力・地域力の向上支援】 
（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １社会福祉総務費）   
当初予算額：（23）― 千円  → (24)２，８２２千円 
事業概要：企業が行う従業員の家族の絆を深めるため、「家庭の日」

の取組を促進するなど、子どもが育つ場としての家庭の重要
性を再認識する気運の醸成を図ります。 

 
  ②  （一部新）家庭の養育力向上事業（健康福祉部子ども・家庭局） 
   【基本事業名：23102 家庭力・地域力の向上支援】 
   （第３款 民生費  第 1項 社会福祉費 １社会福祉総務費） 
   当初予算額：(23) ４，３７２千円 → (24)５，１８３千円 

事業概要：家族が互いの思いを交し合う一行詩コンクールの実施 
や、子どもの育ちを理解し、必要な役割を果たしていくた
めの「みえの子育ちサポーター」の養成などに取り組みま
す。（52講座実施予定） 

 
  ③  （一部新）家族の絆強化事業（健康福祉部子ども・家庭局） 

【基本事業名：23102 家庭力・地域力の向上支援】 

  （第３款 民生費  第 1項 社会福祉費 １社会福祉総務費） 
   当初予算額：(23) １９，７７２千円 → (24)１７，０００千円 
   事業概要：家族が互いの理解を深める機会として、企業、団体、大 

学などさまざまな主体と連携し、家族が一緒に参加し、家族の 
絆が深まるようなフェスティバルを開催します。 

      また、地域全体で家族を支え、その絆を深めるため、「みえ 
次世代育成応援ネットワーク」の活動促進、加入企業等の増加 
に向けての広報活動等を実施します。 

 
（２）家庭的養護体制の充実 

 
【主な事業】 
 
 ①  家庭的養護体制充実支援事業 （健康福祉部子ども・家庭局）     

【基本事業名：23303 社会的養護が必要な児童への支援】 
（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４児童福祉施設費）   
当初予算額：（23）２８５，５９９千円  

→ (24)１７２，８６６千円 
事業概要：三重県における子どもに対する社会的養護体制のあり

方を検討し、児童養護施設における小規模グループケアや里
親・ファミリーホームへの委託等により、要保護児童に対す
る家庭的ケアの促進を図るとともに、児童養護施設入所児童
等に対する学習支援や退所児童に対する身元保証、後見人の
選任等の家族再生・自立支援に取り組みます。 
 

 

「子どもの育ちに関する課題」 
         を解決するために 

 
子どもを安心して生み育てられるよう、若年層における虐待の予防と 

放課後児童対策を支援します。 

プロジェクトの構成（実践取組と主な事業） 
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（１）若年層における児童虐待の予防 
 
【主な事業】 
 

①（一部新）若年層における児童虐待予防事業 
（健康福祉部子ども・家庭局） 

【基本事業名：23302 児童虐待の未然防止の推進】 
（第４款 衛生費  第１項 公衆衛生費  １公衆衛生総務費） 
当初予算額：(23)２，７３０千円  →  (24)５，２６７千円 
事業概要：医療、保健、教育等関係団体と連携し、若者に対して

家族観の醸成を図るとともに、若者の抱える性の悩みや望ま
ない妊娠等に対応するため、「妊娠ＳＯＳダイヤル（仮称）」
の設置や思春期ピアサポーターの養成に取り組みます。 

 
（２）放課後児童対策の支援 

 

①  放課後児童対策事業費補助金（健康福祉部子ども・家庭局） 

【基本事業名：23201 保育・放課後児童対策等の充実】 

（第３款 民生費  第２項 児童福祉費  １児童福祉総務費）   

当初予算額：（23）６７４，５１９千円 →  

（24）６６０，６７１千円 

事業概要：放課後児童クラブの設置や運営を支援するとともに、 

放課後児童クラブ等における子どもの育ちを支援します。（施 

設整備補助３か所、運営費補助 288 か所実施予定） 
 
 

 
 
「子育てに関する経済的な不安」 
を解消するために 

子どもを安心して生み育てられるよう、家庭等への経済的支援を行 
います。 
 

（１）子どもの医療費助成 
 
【主な事業】 
 

① 子ども医療費補助金（健康福祉部） 
【基本事業名：23203 ひとり親家庭等の自立の支援】 
（第３款 民生費  第２項 児童福祉費  １児童福祉総務費） 
当初予算額：(23)１，３６０，１６９千円 →  

 (24)１，８３０，３８５千円 
事業概要：子どもが必要な医療を安心して受けられる環境整備を進

めるため、市町が実施する子どもの医療費助成について県が支
援する対象を小学校６年生まで拡大します。 

 
（２）不妊治療への経済的支援および不妊専門相談の実施 
 

【主な事業】 
 

①  (一部新)不妊相談・治療支援事業（健康福祉部子ども・家庭局） 
【基本事業名：23202 母子保健対策の推進】   
（第４款 衛生費  第１項 公衆衛生費  １公衆衛生総務費） 
 
当初予算額：(23)３５４，３５９千円 →  

(24)３２０，１６０千円 
事業概要：特定不妊治療費の一部助成に係る県単独補助事業の所得 

制限を 300 万円未満から 400 万円未満に緩和し、支援を充実し 
ます。 

また、不妊に悩む夫婦の専門相談に取り組みます。 
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